
　

国
内
に
住
所
の
あ
る
20
歳
か
ら

60
歳
ま
で
の
方
は
、
国
民
年
金
に

加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

　

例
え
ば
、
会
社
や
役
所
に
勤
め

て
い
る
方
で
厚
生
年
金
や
共
済
年

金
に
加
入
し
て
い
る
方
も
、
同
時

に
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥

さ
ん
な
ど
で
勤
め
て
い
な
い
方
も

加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

し
、
学
生
の
皆
さ
ん
も
加
入
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

○
第
１
号
被
保
険
者

•
20
歳
以
上
の
学
生

•
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
農
業
者
、

自
営
業
者
、
フ
リ
ー
タ
ー
な
ど

○
第
２
号
被
保
険
者

•
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
Ｏ
Ｌ
な
ど

　
（
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の

　

加
入
者
）

○
第
３
号
被
保
険
者

•
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

配
偶
者

　

20
歳
に
な
る
日
の
前
月
中
旬
に

中
村
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
勧
奨

用
の
書
類
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
必
要
事
項
を
記
入
、
押
印
の

う
え
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

後
日
、
年
金
手
帳
と
納
付
書
が

送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
保
険
料
の

納
付
を
忘
れ
ず
に
お
願
い
し
ま

す
。

　

国
民
年
金
の
被
保
険
者
は

　

３
種
類

　

加
入
の
手
続
き

　

保
険
料

　

保
険
料
の
免
除

　
（
納
付
猶
予
）
制
度

○
第
１
号
被
保
険
者

•
社
会
保
険
庁
が
発
行
す
る
納
付

書
で
、
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
る
方
法

と
預
金
口
座
か
ら
自
動
的
に
納

付
で
き
る
口
座
振
替
の
方
法
が

あ
り
ま
す
。

　

学
生
納
付
制
度

○
20
年
度
の
保
険
料
の
額

•
定
額
保
険
料（
加
入
者
一
律
）

　

月
額
１
４
４
１
０
円

•
付
加
保
険
料（
希
望
者
）

　

月
額
４
０
０
円

　

第
１
号
被
保
険
者
で
、
低
所
得
、

長
期
療
養
、
災
害
な
ど
の
理
由
で
、

ど
う
し
て
も
保
険
料
を
納
め
ら
れ

な
い
場
合
は
、早
め
に
住
民
課
の

窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
保
険

料
の
納
付
が
免
除（
納
付
猶
予
）さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

親
の
負
担
が
過
大
過
ぎ
な
い
よ

う
、
学
生
さ
ん
本
人
の
前
年
所
得

金
額
が
１
１
８
万
円
以
下
で
あ
る

と
き
は
、
保
険
料
納
付
を
猶
予
さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

他
の
年
齢
層
に
比
べ
て
所
得
が

少
な
い
若
年
層（
学
生
以
外
の
20

歳
台
）の
方
が
、
将
来
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ

と
を
防
止
す
る
た
め
、
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

•
猶
予
期
間
は
、
将
来
受
け
取
る

年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入

さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。

•
猶
予
期
間
中
に
障
害
や
死
亡
と

い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生
し

て
も
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

た
だ
し
、
不
慮
の
事
態
が
生
じ

た
月
の
前
々
月
以
前
の
１
年
間
に

保
険
料
の
未
納
期
間
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
給
付
を
受
け
取
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。　

　

一
人
に
一
手
帳

　

年
金
手
帳
は「
一
人
に
一
手
帳
」

で
す
。
20
歳
で
国
民
年
金
に
加
入

し
て
受
け
取
っ
た
年
金
手
帳
は
、

一
生
涯
に
わ
た
り
使
用
さ
れ
る
も

の
で
す
か
ら
、
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
厚
生
年
金
や
共
済
年
金

に
加
入
す
る
と
き
は
、
就
職
先
の

事
業
主
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
会
社
を
退
職
し
た
場
合

は
、
住
民
課
で「
第
２
号
被
保
険

者
」か
ら「
第
１
号
被
保
険
者
」へ

変
更
す
る
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

役
場　
住
民
課

　

内
線
１
２
１

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました
募金額　1,505,755円

　　　　（12月8日現在）　　

　皆さんからの募金は、愛知県内の民間施設への援助や地
域福祉活動推進のために使わせていただきます。
　皆さんの温かいお気持ちに感謝します。
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